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＜はじめに＞ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

平素は「ケア・デザイナー」をご活用いただき誠にありがとうございます。 

このＱ＆Ａ集は、皆様からサポートセンターに問合せをいただいた中から問合せ回数の多

いものを抜粋して作成しました。ご利用の皆様に少しでもお役に立てることを願っておりま

す。 

 

2009 年 01 月 株式会社パスカリア サポートスタッフ一同 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

Ｑ＆Ａ集をご利用いただく皆様は、ケアデザイナーマニュアルをすでに閲覧されているこ

とを前提としていますので、マニュアルに記載されている内容については、省略させてい

ただいております。 

 

説明書の画面イメージは、実際に表示されるものと若干異なる場合があります。 
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1.介護給付費単位数表標準マスタ（介護マスタ）について 

 
1-1 介護給付費単位数表標準マスタの必要性 

ケア・デザイナーをご利用頂くためには、下記の３種類のＣＤが必要になります。 
 
 

ケア・デザイナー 介護給付費単位

数表標準マスタ

 

伝送通信ソフト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このうち、【介護給付費単位数表

いるＣＤです。 
 
【伝送通信ソフト】はケア・デザ

るためのソフトウェアが収納され

りません。 
 
ケア・デザイナーをご購入して

の状態で提供しておりますが、

別途ご購入して頂く必要があり

なります。 

 

1-2 介護給付費単位数表標準

年間のマスタ提供並びに使

方（ケア・デザイナー利用

標準マスタの仕様、並びに

ジをご覧下さい。  

URL ： http://www.kokuh

 

 

必須 

標準マスタ】と【伝送通信ソフト】は国民健康保険中央会が提供して

イナーで作成した請求書をＩＳＤＮ回線を利用して国保連へ請求す

たＣＤです。フロッピーディスクや紙で提出される事業所では必要あ

頂いた際、【介護給付費単位数表標準マスタ】は、便宜上導入済み

基本的には著作権違法であり、標準マスタを利用するすべての方に

ます。未購入の場合、制度・報酬改定時に請求書の作成が出来なく

マスタ入手方法 

用許諾にかかわる経費の負担を、標準マスタを利用するすべての

者）にお願いしております。 

詳しい申込方法につきましては国民健康保険中央会のホームペー

o.or.jp 
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1-3 介護給付費単位数表標準マスタ更新方法 

 

スタート→ケアデザイナー→介護マスター更新をクリックして進みます。メニュー画面が表示され

たら、開始ボタンをクリックします。介護給付費単位数表標準マスタ CD をセットして CD ドライブを選

択し、OK ボタンをクリックすると、更新が開始されます。 

 

 

 

 
 
 
 
2.データ交換機能とバックアップについて 

 
2-1データ交換機能とバックアップの違いについて 

 
【データ交換機能】とは、複数のパソコンにケア・デザイナーが導入されている状態で、外部メデ

ィア（※P６）を利用して相互にデータのやり取りを行う際に利用する機能です。 
たとえば、 
・複数のパソコンのデータを１台に集約（毎月の請求時に行う） 
・特定の被介護者データを保存（別のパソコンで引き続き作業を行う） 

 
【バックアップ】とは、ケア・デザイナーの全てのデータを外部メディアへ保存する機能です。 
たとえば、 
・パソコンのトラブルによるデータ復旧（パソコンの故障時） 
・別のパソコンにケア・デザイナーを移行（パソコンの買い替え時） 
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2-2 データ交換機能の利用方法 

 

 スタート→ケアデザイナー→データ交換機能をクリックします。データ交換機能メニュー画面が表

示されたら、利用する媒体を選択してから、データベースから媒体へボタンもしくは媒体からデータ

ベースへボタンをクリックすると、データ交換が開始されます。 

 

 

 

 

○リムーバブルディスクか 
○ハードディスクを選択してくださ

い。 

 

2-3 よくある質問 

 

（Ｑ１）データ交換機能で媒体からデータベースへを実行したところ、「違うバージョンで作成された

ファイルを Import しようとしています。」というメッセージが表示されデータ交換できませんで

した。 

（Ａ）ケア・デザイナーのバージョンが違っているためです。両方のパソコンを最新にバージョンアッ

プしてください。詳しいバージョンアップ方法はマニュアルをご覧ください。 

常に最新バージョンにバージョンアップしての利用を推奨いたします。バージョンアップはメーリ

ングリストや製品ホームページ上でお知らせしますのでご活用ください。 

データを外部メディアへ保存する場

合です。 

データ交換機能が終了します。 

外部メディアからデータを取り込む

場合です。 
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（Ｑ２）データ交換機能でハードディスクを選択してデータベースから媒体へを実行したのですが、

何処に保存されたのでしょうか？ 

（Ａ）「C:¥My Documents¥pascalia¥crdesign.dat」に保存されています。このファイルを外部メディア

にコピーしてください。別のパソコンで媒体からデータベースへを実行する場合は、同じ場

所にコピーしてから実行してください。 

ハードディスクを選択してのデータ交換機能は、パソコンに詳しい人向けの機能となっています。

通常は USB メモリなどのリムーバブルディスクを利用してのデータ交換を推奨いたします。 
 

（Ｑ３）データ交換機能で「ドライブの選択」の画面が表示されました。どうすればよいでしょうか 

（Ａ）下記の画面が表示されます。この場合、A:¥がフロッピー、J:¥がＵＳＢメモリとなります。J:¥は

パソコンの環境により変わります。利用するドライブを選択してください。 

 

 

 

3.外部メディアについて 

 
【データ交換機能】、【バックアップ】を行う際に必要となるメディアです。 

 
1GB以上の容量のUSBメモリを推奨いたします。USBが一般化され、どのパソコンにも簡単に
接続ができ、安価なためです。 

A:¥は、ほとんどの場合、フロッピーになります。 

USB メモリなどを利用する場合は、F:¥や G:¥や 

H:¥などの場合もあります。 

 

 

①ＵＳＢメモリ ②メモリースティック 

 

③コンパクトフラッシュ 

 
④ＳＤカード 

 

⑤スマートメディア 

 

⑥ＭＯメディア 
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4.プログラム更新（バージョンアップ）について 

 

4-1 プログラム更新とは 

 

 大まかに分けて 2種類あります。 

A．法改正や報酬改正に伴っての【大規模なプログラム更新】 

B．ケア・デザイナー本体のプログラム修正や機能追加に伴っての【小規模なプログラム更新】 

 

A．の場合は、現在 3 年ごとに行われており、ケア・デザイナー本体そのものが変更になります。

例えば、V4.0からV5.0にバージョンアップになり、V4.0は利用できなくなります。V5.0本体の購入

が必要になります。平成 21 年 4 月に予定しております。 

B．の場合は、ケア・デザイナー本体の修正や機能追加になりまして、本体の変更はありません。

例えば、V5.0 から V5.1 にバージョンアップになります。インターネットを利用して、最新ソフトへ無

料バージョンアップできます。 

常に最新バージョンにバージョンアップしての利用を推奨いたします。バージョンアッ

プは、メーリングリストや製品ホームページ上でお知らせしますのでご活用ください。 
 

4-2 プログラム更新方法 

 

B．の場合は、インターネットを利用して、無料バージョンアップできます。スタート→ケアデザイナ

ー→プログラム更新をクリックします。プログラム更新に伴う注意事項が表示されたら必ずお読みくだ

さい。次へボタンをクリックします。PgUpdate 画面が表示されたらはいボタンをクリックします。プログ

ラム更新が開始します。 
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4-3 ネットワーク版をご利用のお客様の場合 

 

ケア・デザイナーネットワーク版のサーバーパソコン上でプログラム更新作業を行ってください。 

スタート→すべてのプログラム→ケア・デザイナー・ビジネス版 NW→プログラム更新のメニューがあ

るパソコンがサーバーパソコンです。クライアントはサーバーパソコンを更新後、自動的に更新されま

す。 
 

4-4 ケア・デザイナーをインストールしているパソコンが、インターネットに接続していない場合 

 

 【インターネットに接続しているパソコンが近く、もしくは自宅にある場合】は、そのパソコンから外部

メディアで、更新プログラムを持ってくることができます。方法がわからないかたはサポートセンターま

で問合せください。 

 

【インターネットに接続しているパソコンがない場合】は、プログラム更新用ＣＤを販売しております。

費用は６，３００円（税込）となります。 
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Q-1 被介護者の登録変更をしたい。 

1-1 区分変更の登録をしたい。 

A 認定有効期間を残して、月の途中で介護度が変更になったとき 前回認定情報を変更日一日

前で終了させてから、新しい認定情報を追加登録します。区分支給限度基準額の日付に注

意してください。介護度が重くなった場合、軽いほうの区分支給限度基準額は前月で終了さ

せます。軽くなった場合はその月の区分支給限度基準額は重いほうの限度額になります。 

 

   〔重くなった場合〕 10 月 16 日より介護１から介護３に区分変更の場合 

     

保険加入状態タブをク

リックします。 

限度基準額は 9 月 30

日で終了させます。 

10月 16日で区分変更

になった場合、介護 1

の有効期間終了日は

10 月 15 日にします。

 

   〔軽くなった場合〕 10 月 16 日より介護３から介護１に区分変更の場合 

     

介護 3 の限度基準

額の終了日は 10 月

31 日になります。 

      

 

  〔特別な例〕 10 月まで要介護 2、11 月 1 日から 10 日まで要介護１、11 月 11 日からまた要介

護２になった場合の登録方法 

          11 月 1 日から 10 日まで要介護１を登録しますが、区分支給限度基準額の日付は

入力しません。すなわち、要介護１の限度額は存在しないことになります。 
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要介護1の登録の際、限

度基準額はブランク（空

白）とします。 

メッセージが表示されま

すが、OK とします。 

三つ登録されました。

1-2 月の途中で保険者が変わった場合どのように登録するの？ 

A 被介護者の名前を一部変更し（スペースを入れるなど）、それぞれの保険者ごとに二つ登録し

ます。それぞれの保険者に請求します。居宅介護支援は両方の保険者に請求できます。 

 

Q-2 利用票、提供票の記載内容を変更したい。 

2-1 利用票、提供票に記載される居宅支援事業所名、担当者名を変更したい。 

A 利用票の作成者名はその月の月間予定を最初に作った人の名前になっています。変更した

い人の名前でログインし、月間介護予定画面にて「コピーして新規作成」をクリック。作成日は

今ある月間介護予定の作成日とは別の日にします。 

  

最初に作った人の

名前。 
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2-2 要支援の利用者ですが、利用票に実施日を記載したい。 

A  最初に月単位契約のサービスを割付します。 

月単位契約のサービス種類に実施日時を割付るボタンをクリックします。緑色の画面に変わ

りましたら、割付したい日時に割付可能です。利用票にその日が表示されます。 

 

     

変更したい人。 
ログインした使用者。

コピーして新規作成を

クリック。作成日を今あ

る作成日とは別の日に

します。 

ここをクリックします。

 

 

  

緑色の画面になりま

した。割付可能で

す。 

元に戻すにはここを

クリックします。 

最初に月単位契約

のサービスを割付し

ます。 

 

2-3 提供票が出てこない。 

A 月間介護予定を作成した事業所に居宅介護支援が登録されている必要があります。 

  事業所の登録画面にて、その事業所に居宅介護支援を登録してください。 
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Q-3 週間介護予定の作成がうまくいかない。 

3-1 サービスと事業所に必要な名前が出てこない。 

A 週間介護予定作成日の問題です。利用者の保険加入状態がその作成日をカバーしているか

どうかをチェックしてください。 

被介護者の登録→属性の登録修正→保険加入状態→認定有効期間を開け、週間介護予

定の作成日が有効期間内かどうかを確認してください。 

またサービスの登録の有効期間がその作成日をカバーしているかどうかも必要です。 

事業所の登録→サービスの登録で有効期間の開始日と終了日の間に週間介護予定作成日

があるかどうかを確認してください。 

   

 

 

 3-2 週間サービス計画表を作りたいが、週間サービスを提供していない。 

 A 週間介護予定から作成します。週間介護予定のサービスを 1 つ割り付けます。そのサービスを 

削除して保存します。空の週間介護予定ができますので、それをもとに週間サービス計画表を 

作成します。 

    

 

認定有効期間終了

日が 12月 31日。

削除ボタンを

クリックしてか

らここをクリッ

クします。 

保存します。

削除されまし

た。 

作成日を12月 31日

以前にする必要があ

ります。 

作成日が 1月 9 日。
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 3-3 新規に追加した事業所が事業所コンボボックスに表示されない。 

 A 古い週間介護予定をコピーして新規作成します。その際作成日を直近の日付にすれば新規に

作成した事業所が表示されます。 

    

コピーして新規作成

をクリックします。 

    

日付をサービスの登

録期間の間の日付

（直近の日付なら確

実）にします。 

 3-4 週間サービス計画表の作成日を変更したい。 

 A  週間サービス計画表の作成日は居宅サービス計画書の作成日です。変更したい場合、コピー

して新規作成をクリックして、変更したい日付の居宅サービス計画書を選択します。 

 

     

     

居宅サービス計画書の

作成日。 

左側の日付が居宅サー

ビス計画書の作成日。

14 



文書番号(仕様書番号)：CDB-Q&A-00001 
 

    

    

    

3-5 週間介護予定に予防訪問介護、予防通所介護を割付したい。 

A 予防訪問介護や予防通所介護はひと月契約になりますので、週間介護予定では、予防訪問

介護、予防通所介護はコンボボックスに表示されません。月単位契約のサービス種類に実施

日時を割り付るボタンをクリックして、緑色の画面にすると、割付が可能になります。 

 

   

   

   

コピーして新規作成ボタ

ンをクリックします。 

変更したい日付の居宅

サービス計画書を選びま

す。 

月単位契約のサービスは

表示されません。 

ここをクリックします。

予防訪問介護、予防通所

介護も表示されました。 
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 3-6 介護度が変わったのに、前の介護度の単位数のままになってしまう。 

 A 週間予定作成日を介護度の変わった後の日付にする必要があります。 

   コピーして新規作成をクリックして、作成日を変更してください。 

    

この場合は作成日を 11

月 1 日以降にします。 

 

Q-4 使用者の登録をしたい。 

 4-1 使用者タブがないので、新しい使用者の登録ができない。 

 A 使用者タブは、管理者権限がないと表示されません。管理者か管理者権限のある使用者で使

用者認証し直します。一度ケアデザイナーを終了させ、再度立ち上げます。使用者認証の際、

管理者権限のある人を選択します。 

    どの人に管理者権限があるかどうか分からない場合、管理者で使用者認証をします。使用者

の登録画面で○管理者の機能を使用可能にするにチェックを付ければ、次回からその人で

使用者認証をすれば、使用者タブは表示されます。 

    

 

    

    

管理者の権限のある人でログ

インすれば、使用者タブが表

示されます。 

ここをチェックします。
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 4-2 一人の使用者が二つの事業所を担当している場合、どのように登録したらいいの？ 

 A 苗字と名前の間にスペースを入れるなど、名前を少し変えて登録します。 

 

Q-5 月間介護予定の作成がうまくいかない。 

 5-1 居宅介護支援の単位数が正しい単位数にならない。 

A 前月から利用者の介護度が区分変更になった場合、当月の月間予定を新規作成する際、  

○前月から居宅支援を引き継ぐにチェックを入れると、前月の介護度の単位数になってしま

います。区分変更になった場合はチェックは入れないようにします。 

     

 

5-2 介護度が変わったのに、割付したサービスが正しい単位数にならない。 

A 区分変更の登録をする前に月間介護予定を作成していた場合、区分変更後の単位数は反映

されません。古い月間介護予定を削除し、新規に作成してください。 

  削除方法は閲覧モードにして、赤い×をクリックし、シートを削除します。 

   

 5-3 要支援の利用者の週間介護予定を月間介護予定に展開できない。 

 A 週間介護予定で作った予防サービスを月間介護予定に展開する場合、先に月単位契約サー

ビスを割付けてから、展開します。 

     

区分変更の場合、チェック

は入れません。 

閲覧モードにして、削除ボタ

ンをクリックします。 

先に月単位契約を割付しま

す。 
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 5-4 支給限度基準額を超過した場合、どのように振り分けしたらいいの？ 

 A 〔居宅介護支援事業所の場合〕 

    月間介護予定左下にある金額計算と限度額超過分の振分ボタン→区分振分ボタン（超過し

ていなければグレーで入力できません）→修正する事業所（振り分けしたい事業所）を選択→

限度額超過単位数を入力→割当超過単位数を「０」にします。 

 

    

    

    

金額計算と限度額超

過分の振分をクリックし

ます。 

超過単位数 

振り分けしたい事業

所を選んで単位数を

入力します。 

ここが「０」になれば

OKです。 

区分振り分けボタン

をクリックします。 
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〔サービス事業所の場合〕 

月間介護予定には当該事業所のサービスしか割付されていないでしょうから、まず限度額を

超過する単位数を割付しなければなりません。ダミーの事業所に福祉用具貸与のサービスを登

録します。 
月間介護予定に福祉用具貸与を割付し、単位数に限度額超過分をプラスした単位数を入力しま

す。 
金額と限度額超過分の振分ボタン→画面の区分振分ボタン（超過していなければグレーで入力

できません）→修正する事業所（当該事業所）を選択→限度額超過単位数を入力→割当超過単

位数を「０」にします。 

     

     

 

別事業所の福祉用

具貸与を割付しま

す。 

必要な単位数を入力します。

ここが「０」になれば

OKです。 

限度額超過分の

振分ボタンをクリッ

ク。 
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  5-5 短期入所生活介護の栄養士加算が付かない。 

A 事業所に登録されている短期入所生活介護を確認してください。定員超過、人員欠如識別区

分が「介護職員・看護職員」になっていると人欠登録になりますので、栄養士加算は付きませ

ん。「基準」で登録してください。 

 

   

5-6 割付時間のきざみ時間を変更したい。 

A 設定→各種環境設定→開始分のきざみ及びサービス時間のきざみを設定します。5 分からき

ざみが設定できます。 

    

    

基準で登録します。

設定→各種環境設定

をクリック。 

５分から 30分まで登録

できます。 

ここを変更します。
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5-7 同じ時間帯へ二つのサービスを割付したい。 

A 設定→各種環境設定→同じ時間帯への入力方法→可か不可を選択します。 

   

    

 

 

5-8 月間介護予定で作った予定を実績にしようと思うけれど、実績の画面に表示されない。 

A 既にその月の実績が存在することが原因です。実績は1つしか作ることができませんので、 実

績を作り直したい場合、すでに実績になっている、いらない実績のシートを削除します。 

削除方法は閲覧モードにして、赤い×をクリックします。 

    

ここで選択します。

閲覧モードにして削

除します。 

作成日 12月 9日の
実績が存在するとい

うこと。 

 

Q-6 給付管理票が作成できない。 

 6-1 給付管理票に被介護者の名前が出ない。 

A 被介護者が認定済みになっていること、居宅介護支援を割付していること、月間介護実績で実

績化していることが必要です。また、月間介護予定の作成者とログインしている使用者の所属

している事業所が同じ事業所であることが必要です。 

 

6-2 給付管理票に必要なサービスが全て表示されない。 

A 実績のみに割付したサービスは給付管理票には反映されません。予定から割付してください。 

 

6-3 給付管理票の印刷プレビューが表示されない。 

 A 月間介護予定を作った人の所属する事業所とログインした使用者の所属する事業所が異なる

場合です。ログインした事業所で出したいのであれば、ｺﾋﾟｰして新規作成をします。 
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 6-4 給付管理票の印刷プレビューを表示しようとすると、居宅介護支援番号が登録されていないと

いうエラー表示が出る。 

 

 A 月間介護予定を最初につくった人（利用票の居宅介護支援事業所担当者名に記載されている

人）に居宅介護支援番号が登録されていないためです。使用者の登録で登録します。 

     使用者を選んで、修正をクリックします。 

    

 

    

サービス利用

票を作成した

人。 

ログインした

使用者。 

介護支援専門員を

選んで資格修正をク

リックします。 

介護支援専門員番

号を入力します。 

コピーして新規作成ボタン

をクリックします。 
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Q-7 居宅介護支援介護給付費明細書が作成できない。 

 7-1 居宅介護支援介護給付費明細書の一覧に被介護者の名前が出ない。 

 A 月間介護予定に居宅介護支援を割り付けなければなりません。また、それを実績にしなければ

なりません。 

 7-2 居宅介護支援介護給付費明細書の単位数が正しく出ない。 

 A 前月から利用者の介護度が区分変更になった場合、当月の月間介護予定を新規作成する際、  

○前月から居宅支援を引き継ぐにチェックを入れると、前月の単位数が請求書に反映されま

す。区分変更になった場合は、チェックをはずして新規作成します。 

    

 

 

Q-8 居宅サービス介護給付費明細書が作成できない。 

 8-1 居宅サービス介護給付費明細書の一覧に被介護者の名前が出ない。 

 A ログインしている使用者の所属する事業所の請求書を出そうとしているかどうか確認してくださ

い。使用者認証している人の所属する事業所の請求書しか出せません。 

     

 8-2 居宅サービス介護給付費明細書を被保険者自己作成にしたい。 

 A 月間介護予定に居宅介護支援を割付しなければ被保険者自己作成になります。 

    

チェックしません。

被保険者自己作成に○が

つきます。 
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 8-3 居宅サービス介護給付費明細書のサービスの開始年月日が表示されない。 

 A 被介護者の登録修正画面で登録された開始中止届の開始月に作成された居宅サービス介護

給付費明細書にのみ表示されます。 

    

    

 

Q-9 居宅サービス計画書の初回作成日を変更したい。 

 A 初回作成日は居宅サービス計画書を一番最初に作成した日が表示されます。初回作成日を変

更したい場合は、古い計画書を削除します。 

   削除方法は閲覧モードにして赤い×をクリックします。 

    

    

この場合、サービス開始年月

日は 20 年 12 月 1 日 

12 月分の請求書にのみ

開始年月日が印字され

ます。 

一番最初に作った

日が初回作成日。 

一番最初に作った

日が表示されます。
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Q-10 使わない事業所を削除したいけど、削除できない。 

 A サービスの割付にその事業所が使われている場合、削除できません。 

   事業所管理の画面で非表示にします。 

    

    

    

事業所を選んで、修正を

クリックします。 

1 月 15 日のシートを

削除すれば、その次

に古い日付が初回

作成日となります。 

ここにチェックを入れます。
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Q-11 被介護者を削除したいけど、削除できない。 

 A 当該被介護者の予定が作成されている場合、削除できません。 

   被介護者の登録画面で非表示にします。 

    

ここにチェックを入れます。
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